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人事評価に関する訓令に規定する人事教育局長が別に定める期日に

ついて（通知）

標記について、人事評価に関する訓令（平成２８年防衛省訓令第５６号。以下

「訓令」という。）第１１条第１項及び第１２条第１項の規定に基づき、下記の

とおり定め、平成２８年１０月１日から適用することとしたので、通知する。

記

１ 訓令第１１条第１項に規定する人事教育局長が別に定める期日は、訓令第９

条第３項（訓令第１４条において準用する場合を含む。）に規定する確認が行

われた日から７日後とする。

２ 訓令第１２条第１項に規定する人事教育局長が別に定める期日は、訓令第５

条第４項に規定する定期評価における業績評価の評価期間の開始日から７日後

とする。ただし、異動等により当該日までに面談を実施することが困難な場合

は、１４日後とする。

なお、平成２８年１０月１日を始期とする業績評価においては、この限りで

はない。


